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最低賃金についての意見要旨

１ 団体あるいは事業所の名称等

○ 名称 ○ 意見発表者

協同組合岡山鉄工センター 役職 事務局長

氏名 上田哲也

２ 賃金の動向

連合が７月５日に発表した 2021年春闘の最終集計結果によると、基本給を底上げす
るベースアップと定期昇給を合わせた平均賃上げ率は 1.78％（5,180円）で、前年を 0.12
ポイント（326 円）下回った。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で賃上げの流れ
が一段と失速し、政府主導で賃上げの動きを促した「官製春闘」が 2014年に始まって
以降、最低の賃上げ率となった。

コロナ過で企業業績が悪化した製造業や交通運輸、サービス・ホテルなどが低調だ

った。規模別の平均賃上げ率は、組合員 1,000 人以上の大手で前年比 0.14 ポイント
1.78%(5,439 円）、300 人未満の中小で 0.08 ポイント減の 1.73%(4,288 円）と、いずれ
も低迷した。

３ 上記特定最低賃金が適用される業種の経済情勢及び今後の見通し

財務省が発表した「新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響」では、令

和３年７月調査時点の業績は、５４％の企業が平常時と比較して「減少」と回答する

など、サービス業（宿泊・飲食、運輸等）を中心に依然として厳しい状況が続いてい

る。

前回調査（４月）と比較すると、業績が「減少」と回答した企業の割合にほとんど

変化はない。ただし、先行きについては、感染症の動向が地域経済に与える影響に十

分注意する必要があるとしている。

影響
増加 減少 ５割以上

なし の減少

大企業 14% 33% 53% 5%
中堅企業 15% 33% 52% 10%
中小企業 13% 29% 58% 14%
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影響
増加 減少 ５割以上

なし の減少

製造業 13% 41% 46% 0%
食料品製造 20% 25% 56% 3%
化学 9% 48% 43% 0%
生産用機械 5% 36% 59% 0%

情報通信機械 35% 50% 15% 0%

自動車 4% 39% 57% 0%

私どもの組合員においても、業績は回復傾向にあるものの、岡山県では８月２７日

から３回目の緊急事態宣言が適用されるなど、まだまだ先が見通せない状況である。

４ その他の特記事項（雇用情勢等）

最低賃金の引き上げは本来、低スキル労働者を中心に就業時間を増やそうとするイ

ンセンティブを与える。しかし日本では反対に、短時間労働に従事する女性配偶者な

どに対して就業の抑制を促している点に留意する必要がある。パートタイム労働者は

時給が上昇すると労働時間が減少するという傾向が顕著に見られ、その結果、年収は

わずかな増加にとどまっている。

扶養の範囲内で働きたい人は時給が上がった分、働く時間を短くするだろう。最低

賃金は上がるのに、中小企業、特に零細企業はその分を価格に上乗せできず、利益の

確保ができない状況にある。

最低賃金で働く短時間労働者の多くは主婦や学生などであり、貧困層ではない。

次に、現行法では、最低賃金は地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の

支払い能力の３要素を総合的に勘案することとなっている。

2021 年７月分の「2020 年基準 消費者物価指数 全国」の総合指数は 99.7 で前年同
月比 0.3%の下落、岡山市の総合指数でも 99.7、前年同月比 0.2%の下落となっている。
また、岡山県経営者協会が調査した県内企業の 2021 年賃上げ率は、製造業で 1.83%

となっている。

さらに、県内景気は、新型コロナウイルス感染症の影響などから、弱めの動きとな

っている。

最低賃金の引き上げには、その前提として名目３％、実質２％の経済成長が必要で

あると言われている。また、景気の回復が必要であることから、現状ではその状況に

ない。

岡山県最低賃金審議会は、県内の最低賃金（時給）を現行の 834円から 28円引き上
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げて 862 円とするよう答申した。3.36%もの引き上げであるが、その根拠が理解でき
ない。中央最低賃金審議会の答申をそのまま適用したのではないか。

最低賃金の地域間格差は地方から大都市圏への人口流失を促しているとの指摘があ

るが、最低賃金の地域間格差は人口移動の要因とはいえず、高収入の仕事や生活の利

便性など大都市圏に住む利点が影響しており、最低賃金を積極的に引き上げる根拠に

ならない。

５ 上記特定最低賃金改定の必要性について

６ ５の必要性ありの場合、改定に対する意見


